
○ 岩手県農業水利施設省エネルギー化推進対策費補助金交付要綱（令和７年１月 17 日付け農建第 471 号）一部改正新旧対照表 
（下線部分は改正部分） 

改正前 改正後 

岩手県農業水利施設省エネルギー化推進対策費補助金交付要綱 

（略） 

（概算払） 

第６ 局長は、必要があると認める場合は、補助金を概算払することができる。 

２ 補助事業者は、前項に規定する補助金の概算払を請求しようとするときは、岩手県

農業水利施設省エネルギー化推進対策費補助金概算払請求書（様式第５号）を局長に提

出しなければならない。 

 

（提出書類及び提出期日） 

第７ （略） 

 

（略） 

 

 

別表第１（第２関係） 

施設区分 経費 事業メニュー 補助額 

１ 基幹水
利施設管理
事業実施要
綱（平成８年
７月 31 日付
け８構改Ａ
第 595 号農
林水産事務
次官依命通
知）（以下「基
幹水国実施
要綱」とい

基幹水国
実施要綱
第２の４
の事業を
実施する
施設 

左 記 施 設
の 令 和 ６
年 ４ 月 か
ら ９ 月 ま
で の 電 気
料金 

Ⅰ 農業水
利施設省エ
ネルギー化
推 進 対 策
（国事業） 

定額 
基幹水利施設管理事業実施要
領（平成８年７月 31 日付け８
構改Ａ第 596 号農村振興局長
通知）別紙２－２に定める額
以内の額 

基幹水国
実施要綱
第２の４
の事業を
実施しな
い施設 

左 記 施 設
の 令 和 ６
年 ４ 月 か
ら ９ 月 ま
で の 電 気
料金 

Ⅱ 農業水
利施設省エ
ネルギー化
推 進 対 策
（ 県 単 事
業） 

定額 
次の計算式により算出した高
騰額の２分の１に相当する額
以内の額(千円未満切捨て) 
高騰額＝令和６年４月から９
月分までの電気料金の合計額

岩手県農業水利施設省エネルギー化推進対策費補助金交付要綱 

（略） 

（削除） 

 

 

 

 

 

（提出書類及び提出期日） 

第６ （略） 

 

（略） 

附 則 

この要綱は、令和８年１月 13 日から施行し、令和７年度事業に適用する。 

別表第１（第２関係） 

施設区分 経費 事業メニュー 補助額 

１ 基幹水
利施設管理
事業実施要
綱（平成８年
７月 31 日付
け８構改Ａ
第 595 号農
林水産事務
次官依命通
知）（以下「基
幹水国実施
要綱」とい

基幹水国
実施要綱
第２の４
の事業を
実施する
施設 

左 記 施 設
の 令 和 ７
年 ６ 月 か
ら ９ 月 ま
で の 電 気
料金 

Ⅰ 農業水
利施設省エ
ネルギー化
推 進 対 策
（国事業） 

定額 
基幹水利施設管理事業実施要
領（平成８年７月 31 日付け８
構改Ａ第 596 号農村振興局長
通知）別紙２－２に定める額
以内の額 

基幹水国
実施要綱
第２の４
の事業を
実施しな
い施設 

左 記 施 設
の 令 和 ７
年 ６ 月 か
ら ９ 月 ま
で の 電 気
料金 

Ⅱ 農業水
利施設省エ
ネルギー化
推 進 対 策
（ 県 単 事
業） 

定額 
次の計算式により算出した高
騰額の２分の１に相当する額
以内の額(千円未満切捨て) 
高騰額＝令和７年６月から９
月分までの電気料金の合計額



う。）第２の
１の事業に
該当し、補助
を受けてい
る施設 

－指標となる電気料金 
指標となる電気料金＝令和６
年４月から９月分までの電気
料金の合計額÷高騰率 
高騰率は別表第２のとおり 

２ 水利施
設管理強化
事業実施要
綱（令和３年
３月 29 日付
け２農振第
3534 号農林
水産事務次
官 依 命 通
知）（以下「管
理強化国実
施要綱」とい
う。）第２の
１の事業に
該当し、補助
を受けてい
る施設 

管理強化
国実施要
綱第２の
５の事業
を実施す
る施設 

左 記 施 設
の 令 和 ６
年 ４ 月 か
ら ９ 月 ま
で の 電 気
料金 

Ⅰ 農業水
利施設省エ
ネルギー化
推 進 対 策
（国事業） 

定額 
水利施設管理強化事業実施要
領（令和３年３月 29 日付け２
農振第 3535 号農村振興局長
通知）別紙２に定める額以内
の額 

管理強化
国実施要
綱第２の
５の事業
を実施し
ない施設 

左 記 施 設
の 令 和 ６
年 ４ 月 か
ら ９ 月 ま
で の 電 気
料金 

Ⅱ 農業水
利施設省エ
ネルギー化
推 進 対 策
（ 県 単 事
業） 

定額 
次の計算式により算出した高
騰額の２分の１に相当する額
以内の額（千円未満切り捨て） 
高騰額＝令和６年４月から９
月分までの電気料金の合計額
－指標となる電気料金 
指標となる電気料金＝令和６
年４月から９月分までの電気
料金の合計額÷高騰率 
高騰率は別表第２のとおり 
 

３ 上記１
及び２以外
の施設 

管理強化
国実施要
綱第２の
５（１）イ
に該当す
る土地改
良区が管
理する施
設 

左 記 施 設
の 令 和 ６
年 ４ 月 か
ら ９ 月 ま
で の 電 気
料金 

Ⅰ 農業水
利施設省エ
ネルギー化
推 進 対 策
（国事業） 

定額 
水利施設管理強化事業実施要
領（令和３年３月 29 日付け２
農振第 3535 号農村振興局長
通知）別紙２に定める額以内
の額 

上記以外
の施設 

左 記 施 設
の 令 和 ６
年 ４ 月 か
ら ９ 月 ま
で の 電 気
料金 

Ⅱ 農業水
利施設省エ
ネルギー化
推 進 対 策
（ 県 単 事
業） 

定額 
次の計算式により算出した高
騰額の２分の１に相当する額
以内の額（千円未満切捨て） 
高騰額＝令和６年４月から９
月分までの電気料金の合計額
－指標となる電気料金 
指標となる電気料金＝令和６
年４月から９月分までの電気
料金の合計額÷高騰率 
高騰率は別表第２のとおり 

う。）第２の
１の事業に
該当し、補助
を受けてい
る施設 

－指標となる電気料金 
指標となる電気料金＝令和７
年６月から９月分までの電気
料金の合計額÷高騰率 
高騰率は別表第２のとおり 

２ 水利施
設管理強化
事業実施要
綱（令和３年
３月 29 日付
け２農振第
3534 号農林
水産事務次
官 依 命 通
知）（以下「管
理強化国実
施要綱」とい
う。）第２の
１の事業に
該当し、補助
を受けてい
る施設 

管理強化
国実施要
綱第２の
６の事業
を実施す
る施設 

左 記 施 設
の 令 和 ７
年 ６ 月 か
ら ９ 月 ま
で の 電 気
料金 

Ⅰ 農業水
利施設省エ
ネルギー化
推 進 対 策
（国事業） 

定額 
水利施設管理強化事業実施要
領（令和３年３月 29 日付け２
農振第 3535 号農村振興局長
通知）別紙２に定める額以内
の額 

管理強化
国実施要
綱第２の
６の事業
を実施し
ない施設 

左 記 施 設
の 令 和 ７
年 ６ 月 か
ら ９ 月 ま
で の 電 気
料金 

Ⅱ 農業水
利施設省エ
ネルギー化
推 進 対 策
（ 県 単 事
業） 

定額 
次の計算式により算出した高
騰額の２分の１に相当する額
以内の額（千円未満切り捨て） 
高騰額＝令和７年６月から９
月分までの電気料金の合計額
－指標となる電気料金 
指標となる電気料金＝令和７
年６月から９月分までの電気
料金の合計額÷高騰率 
高騰率は別表第２のとおり 
 

３ 上記１
及び２以外
の施設 

管理強化
国実施要
綱第２の
６（１）イ
に該当す
る土地改
良区が管
理する施
設 

左 記 施 設
の 令 和 ７
年 ６ 月 か
ら ９ 月 ま
で の 電 気
料金 

Ⅰ 農業水
利施設省エ
ネルギー化
推 進 対 策
（国事業） 

定額 
水利施設管理強化事業実施要
領（令和３年３月 29 日付け２
農振第 3535 号農村振興局長
通知）別紙２に定める額以内
の額 

上記以外
の施設 

左 記 施 設
の 令 和 ７
年 ６ 月 か
ら ９ 月 ま
で の 電 気
料金 

Ⅱ 農業水
利施設省エ
ネルギー化
推 進 対 策
（ 県 単 事
業） 

定額 
次の計算式により算出した高
騰額の２分の１に相当する額
以内の額（千円未満切捨て） 
高騰額＝令和７年６月から９
月分までの電気料金の合計額
－指標となる電気料金 
指標となる電気料金＝令和７
年６月から９月分までの電気
料金の合計額÷高騰率 
高騰率は別表第２のとおり 



 

別表第２ 

区分 
基本料金 

電力量料金及び 

燃料費等調整額 

低圧 高圧 特別高圧 低圧 高圧 特別高圧 

高騰率 1.047 1.392 1.398 1.184 1.215 1.236 

 

（略） 

 

様式第５号（第６関係） 

第     号 

年  月  日 

 

広域振興局長  様 

 

所在地 

名 称 

 代表者 氏    名 

  

 

岩手県農業水利施設省エネルギー化推進対策費補助金概算払請求書 

 年 月 日付け岩手県指令 第 号で補助金の交付の決定の通知のあった○年度岩

手県農業水利施設省エネルギー化推進対策事業について、補助金の概算払を受けたいの

で、次のとおり請求します。 

 

（略） 

 

 

別表第２ 

区分 
基本料金 

電力量料金及び 

燃料費等調整額 

低圧 高圧 特別高圧 低圧 高圧 特別高圧 

高騰率 

(令和７年度) 
1.042 1.392 1.398 1.071 1.190 1.174 

 

（略） 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 


